
2017年12月1日 

株式会社きーてらす 

きーてらす 学生・教育機関向け木材支援プログラムを発表 
クリエイティブ及び、職人等を教育し、木材が必要の教育機関を募集中！ 
 
 
製材から、伝統工法を使用し建築をする 
株式会社きーてらす（所在地：京都市 
伏見区淀木津町、代表取締役：青川剛気）は、 
2017年11月より「学生・教育関係 
け木材支援プログラム」をスタートしました。 
 
製材や建築現場では、膨大の端材が発生します。 
現在までは、廃棄をしてました。 
建築では使えないサイズの木材ですが、個人やDIY等では十分使用できます。 
廃棄するのではなく、学生さんたちに使用していただこうと、このプログラムを 
スタートしました。 
（大阪デザイナー専門学校の先生と知り合い、学生が個人で資材を購入していると 
 聞き、お金考えなく、いい木材を十分使用して欲しいと思ったのが最初です。） 
 

1）端材プレゼントプロジェクト 
   教育機関（大学・専門学校）に対して、きーてらすが建築時に出る端材を 
 プレゼントします。 
但し、本社工房又は、奈良製材工場に取りに来れる学校のみとします。 
また、端材の数が限定するため、3校を予定しています。 
注意：販売する商品等に使用は禁止とします。 
   ※学祭や学校が主催するイベント等での販売は問題ありません。 
  
 ●学校のイベント等で、ある程度の木材が必要な場合は、連絡ください。 
  内容によっては、寄贈します。 
  
  
 

報道関係者各位 
プレスリリース 

2017年11月8日：大阪デザイナー専門学校に 
        プレゼントしました。 



ひのきと共に成長する会社 

株式会社きーてらす 

 

2）学生・スタートアップ向け木材販売 
   学生や、木材を使用したスタートアップした方へ、木材の販売します。 
 きちんとした木材を使っていただくため、安価な「ひのき」を販売して 
 いきます。 
 
  対象者：木材を使用した仕事を始めた方。 
      以下にあげる学校の学生・生徒。 
      学校教育法第1条の小・中・高校・大学・盲学校・聾学校・養護学校・ 
      幼稚園及び通信教育を行う学校 
      上記以外の国公立の学校 
      学校教育法第82条の2及び第83条の規定によって設立した私立学校 
      学校教育法第115条規定によって設立した高等専門学校 
      学校教育法第124条及び第125条の規定によって設立した専修学校 
      

 
  注意：個人単位での対応が難しいため、数名又は、学校の生徒を集めて 
     いただき、集めて注文お願いします。 
     基本的には、本社工房又は、奈良製材工場に取りに来れる方とします。 
 
●きーてらすとは 
きーてらすは、製材をメインに、建築、企画と様々な仕事をしている会社です。 
京都・吉野・龍神のひのきを、自然乾燥+超低温乾燥し、製材しています。 
建築は、自社の製材工場で作った“ひのき” と大工の木組みの家です。伝統工法 
をメインに、リフォーム等を行っています。 
 
■会社概要 
会社名 ：株式会社きーてらす 
所在地 ：京都市伏見区淀木津町420 
創業 ：2013年 
代表者 ：青川 剛気  
TEL ：075-754-6010 
FAX ：075-631-4379 
ホームページ ：http://www.ki-terasu.com/ 
FaceBook ：https://www.facebook.com/kioterasu/ 
事業内容 ：製材、建築、企画 
登録番号 ： (25B)第02126号 
 
＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
株式会社きーてらす 
担当：尾崎 守彦 TEL：090-3610-2620 Mail：ozacom@ki-terasu.com 
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